
3 . 応 急 対 策 �



【1】災害対策本部等の設置�

（1） 県災害対策本部の設置状況�
　　県では、台風１６号、台風１８号、台風２３号について、災害対策本部を設置して対応にあたった。災害対策本部が設
　置された期間は、合計で４７日１４時間となった。（台風１６号に関する災害対策本部設置期間中に、台風１８号が接近し
　たため、台風１６号及び台風１８号は、災害対策本部が継続されている。）�

設　置�

�
8/30 18:30�

10/21 17:00�

�

解　除�

9/13 13:00�
�

11/22 13:00�

�

設置期間��

台風１６号に関する県災害対策本部�

台風１８号に関する県災害対策本部�

台風２３号に関する県災害対策本部�

�

�

14日18時間30分�
�

32日20時間�

�
■台風１６号・台風１８号における香川県災害対策本部の記録�

日　時� 状　　　　　　　　　　　　　況�

8/30（月）　�

6:37�

7:50�

8:00�

18:30�

19:00�

�

8/31（火）　�

�

8:30�

9:00�

�

�

13:30�

�

�

9/ 1（水）　�

9:00�

�

�

13:30�

13:30�

�

�

�

�

・　暴風、波浪警報　　11:35　大雨、洪水警報、高潮注意報　　15:50　高潮警報　 �

・　水防本部を設置�

・　気象情報及び水防状況（第1報）以後１時間ごとに作成　（17:00 第10報）�

・　災害対策本部を設置（水防本部から切替）　記者室へ資料提供、市町等へ一斉FAX�

・　台風16号に関する被害について（第1報）�

（20:30 第2報）（22:00 第3報）（23:00 第4報）�

�

（ 0:00 第5報）（ 1:00 第6報）（ 2:00 第7報）（ 3:00 第8報）�

・　第１回本部会議の開催（～8:50）（ 7:00 第9報）�

・　６市１３町に概算の浸水被害の報告を求める。�

・　道路公社香川管理事務所（散水車やスイパーお貸しできます。）から連絡�

・　知事、現地視察（福岡町で住民から排水要望、山本報告）�

・　第２回本部会議の開催（～14:00）（10:00 第10報）�

・　災害救助法適用（高松市）�

（12:00 第11報）（15:00 第12報）（17:00 第13報）�

�

・　第３回本部会議の開催（～ 9:30）（第14報）�

・　災害救助法適用追加（丸亀市、さぬき市、東かがわ市、庵治町、直島町、多度津町）�

（13:00 第15報）�

・　自衛隊へ災害派遣要請（13:00に高松市長から防疫対策の要請あり）�

・　災害救助法適用追加（坂出市、観音寺市、内海町、土庄町、牟礼町）�

・　市町に浸水エリアのわかる地図の作成を依頼�

�



日　時� 状　　　　　　　　　　　　　況�

�

9/ 2（木）　�

�

�

�

15:30�

�

�

�

9/ 3（金）　�

9:00�

10:30�

�

16:45�

�

9/ 4（土）　�

17:00�

9/ 5（日）　�

�

9/ 6（月）　�

�

�

�

14:00�

�

�

9/ 7（火）　�

5:55�

9:00�

�

11:00�

�

16:15�

�

�

�

（17:00 第16報）�

�

（10:00 第17報）�

・　災害救助法適用追加（詫間町）�

・　市町に地域別の浸水戸数の一覧を依頼�

・　記者発表（15:00 第18報）～16:00、住宅課（木太コーポの提供）�

・　内閣府調査団の話が入る。→窓口は政策課（危機管理課は資料作成）�

・　災害義援金募集（9/3～11/2）�

・　各部の支援策のホームページへのアップ�

�

・　主管課等周知会（調査団資料、今後の日程、災害対応等所属一覧）�

・　各部次長等周知会（管理監、課長）ホームページの修正、知事月曜視察�

・　香川水害ボランティア活動本部設置（高松市、丸亀市）�

・　第４回本部会議の開催（～17:10）（16:00 第19報）�

・　上記に引き続き、部長等による県独自対応の検討会（～17:40）�

�

・　自衛隊（派遣部隊）の撤収�

�

【17:00大雨洪水注意報、19:07地震(震度3)、23:58地震(震度3)】�

�

・　知事（西部）、出納長（東部）が災害救助法適用市町を訪問�

（10:00 第20報）�

・　各部次長等周知会（管理監、鈴木）ホームページの修正、台風説明会内容�

・　台風１８号に関する説明会（高松地方気象台）→市町、消防へ一斉ＦＡＸ�

・　課長から市町防災担当課長へ文書（台風１８号に備えて）通知（一斉ＦＡＸ）�

・　高松市から土嚢袋１万の調達依頼（土木事務所で５千、県建設業協会で５千）�

�

・　暴風、波浪警報　　11:30　高潮警報　　12:04　大雨、洪水注意報�

・　台風18号に関する被害について（第1報）（10:00 18号第2報）�

・　総務委員会で台風16号の災害概要を報告�

・　各部主管課等打合会（議会用、調査団用資料の作成依頼）（11:00 18号第3報）�

（12:00 18号第4報）（13:00 18号第5報）（14:00 18号第6報）�

・　第５回本部会議の開催（～16:40）（15:00 18号第7報）知事、出納長視察報告�

（16:00 18号第8報）（17:00 18号第9報）（18:00 18号第10報）�

（19:00 18号第11報）（20:00 18号第12報）（21:00 18号第13報　本日最終）�

�

�

（11:00 18号第3報）



日　時� 状　　　　　　　　　　　　　況�

9/ 8（水）　�

�

�

9/ 9（木）　�

10:25�

�

�

9/10（金）　�

10:00�

9/13（月）　�

9:25�

�

13:00�

13:00�

�

�

�

�

（10:00 18号第14報）（14:00 16号第21報）（15:00 18号第15報）�

・　内閣府調査団受入準備（会場セッティング、資料等確認）�

�

・　内閣府調査団到着、概要説明要望→現地視察へ�

（15:00 18号第16報）�

・　災害対策本部の解散について協議→知事・副知事了解→土木部へ連絡�

�

・　消防庁長官到着→ヘリで現地視察後、松山空港へ�

�

・　定例部長会（危機管理監が災害概要報告、災害対策本部解散の提案）解散了承�

（13:00 16号第22報（最終）、18号第17報（最終））�

・　定例記者会見（災害対策本部体制の解除、災害補正予算の概要）�

・　災害対策本部の解散（15:00 市町等へ一斉FAX）�

■台風２３号における香川県災害対策本部の記録�

日　時� 状　　　　　　　　　　　　　況�

10/20（水）　�

5:56�

6:45�

7:00�

14:30�

18:37�

�

10/21（木）　�

�

6:00�

�

17:00�

18:00�

19:00�

�

�

�

10/22（金）　�

6:00�

�

10:00�

�

�

�

・　暴風、波浪警報　（9:49 ＋大雨、洪水警報　11:44 ＋高潮警報）　 �

・　水防本部を設置�

・　気象情報及び水防状況（第1報）以後１時間ごとに作成　�

・　自衛隊へ災害派遣要請（高松市の排水対策）�

・　自衛隊へ災害派遣要請（高松市の孤立者の救助対策）�

（23:00 第17報）�

�

（ 0:00 第18報）（ 8:00 第19報）（10:00 第20報）（12:00 第21報）（14:00 第22報）（16:00 第23報）�

・　自衛隊（派遣部隊）の撤収（高松市での活動）�

・　知事現地視察（さぬき市、東かがわ市）�

・　災害対策本部を設置（水防本部から切替）　記者室へ資料提供、市町等へ一斉FAX�

・　第１回本部会議の開催（～18:45）（17:00台風２３号に関する被害について第1報）�

・　災害救助法適用４市１町（高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、国分寺町）�

・　全市町に浸水被害の概数を聞き取り調査�

・　各課の県民向け支援策一覧を県のホームページにアップ�

（21:00 第2報）�

�

・　自衛隊へ災害派遣要請（善通寺市行方不明者捜索、さぬき市給水対策、国分寺町防疫対策）�

（ 9:00 第3報）�

・　政府調査団到着し、直接東かがわ市、さぬき市へ（概要説明要望→現地視察）�

（12:00 第4報）�

�



日　時� 状　　　　　　　　　　　　　況�

12:30�

�

16:00�

�

�

�

20:00�

10/23（土）　�

17:00�

10/25（月）　�

�

�

17:00�

10/26（火）　�

�

�

�

18:30�

10/27（水）　�

16:30�

10/28（木）　�

10/29（金）　�

11/ 1（月）　�

11/ 2（火）　�

11/ 4（木）　�

�

�

11/ 5（金）　�

11/ 8（月）　�

11/ 9（火）　�

11/10（水）　�

11/11（木）　�

11/12（金）　�

�

・　自衛隊（派遣部隊）の撤収（善通寺市での活動）�

・　義援金の受付開始�

・　第２回本部会議の開催（～16:15）（15:00 第5報）�

・　ボランティアセンターの設置（高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、国分寺町）�

・　参議院災害対策特別委員会から被害状況の照会（河川砂防課対応で、視察は無し）�

・　高松空港で国土交通省副大臣に被害状況等説明（知事）�

・　災害救助法適用追加（三木町）�

�

・　自衛隊（派遣部隊）の撤収（さぬき市での活動）�

・　部長連絡会（ 8:00 第6報）�

・　各市町に被災者への情報提供のため、チラシを作成し配布するよう通知�

（16:00 第7報）�

・　自衛隊（派遣部隊）の撤収（国分寺町での活動）�

（ 9:00 第8報）（16:00 第9報）�

・　被災者に対する支援策のチラシを市町へ配布（広聴広報課）�

・　各市町に雨による二次災害の発生を警戒するよう通知�

【17:56 新潟県中越地震発生】�

・　災害救助法適用追加（綾上町、綾南町、飯山町）�

（ 9:00 第10報）�

・　第３回本部会議の開催（～17:00）（15:00 第11報）�

（ 9:00 第12報）（16:00 第13報）�

（ 9:00 第14報）（16:00 第15報）�

（ 9:00 第16報）（16:00 第17報）�

（16:00 第18報）�

（16:00 第19報）�

・　被災者生活再建支援法適用４市５町�

（高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三木町、綾上町、綾南町、国分寺町、飯山町）�

（16:00 第20報）�

（ 8:00 第21報）�

（16:00 第22報）�

（16:00 第23報）�

（16:00 第24報）�

（16:00 第25報）�

�



日　時� 状　　　　　　　　　　　　　況�

　11/15（月）　�

11/17（水）　�

11/18（木）　�

11/19（金）　�

11/22（月）　�

13:00�

13:00�

�

�

・　定例部長会（ 8:00 部長会資料）（16:00 第26報）�

（16:00 第27報）�

（16:00 第28報）�

（16:00 第29報）�

・　定例部長会（ 8:00 部長会資料）解散了承�

・　定例記者会見（災害対策本部体制の解除）�

・　災害対策本部の解散（市町等へ一斉FAX）�

（13:00 第30報最終）�

�

（2） 市町災害対策本部の設置状況�
　　市町の災害対策本部の設置状況を、台風１５号、台風１６号、台風２３号についてみてみると、台風１５号では災害対
　策本部を設置した市町はなかった。台風１６号では、６市７町が、台風２３号では６市１２町が災害対策本部を設置してい
　る。設置の詳細については、下表のとおりである。�

設置日時�

08/30 22:00�

08/30 22:50�

08/30 23:00�

08/31 08:50�

09/02 13:30�

08/30 22:00�

08/30 23:00�

08/30 22:30�

08/31 16:00�

08/31 06:00�

08/30 22:00�

08/31 17:00�

08/30 22:00�

�

災害対策本部等名称� 解散日時�

09/24 17:00�

08/31 11:00�

10/25 09:00�

09/19 08:30�

09/22 17:00�

08/31 05:00�

―�

09/30 09:00�

09/30 10:45�

09/30 17:00�

08/31 02:50�

09/10 17:00�

08/31 01:50�

�

備　考��

高松市災害対策本部�

丸亀市災害対策本部�

坂出市災害対策本部�

観音寺市災害対策本部�

さぬき市災害対策本部�

東かがわ市災害対策本部�

内海町災害対策本部�

土庄町災害対策本部�

池田町災害対策本部�

直島町災害対策本部�

宇多津町災害対策本部�

多度津町災害対策本部�

仁尾町災害対策本部�

�

�

�

■台風１６号に関する災害対策本部�



設置日時�

10/20 14:00�

10/20 14:00�

10/20 15:00�

10/20 23:00�

10/20 22:00�

10/20 12:30�

10/20 14:00�

10/20 22:42�

10/20 18:00�

10/20 21:00�

10/20 23:00�

10/20 14:30�

10/20 14:30�

10/20 13:40�

10/20 14:50�

10/20 14:50�

10/20 14:00�

10/20 14:30�

�

災害対策本部等名称� 解散日時�

11/26 10:00�

10/29 11:30�

11/29 10:00�

11/04 12:00�

12/02 10:00�

11/30 11:00�

11/30 13:30�

11/19 15:50�

11/19 12:00�

11/19 09:00�

11/12 08:30�

12/10 17:00�

12/10 17:00�

11/30 17:00�

10/21 02:00�

10/21 00:30�

12/15 11:30�

10/20 22:00�

�

備　考��

高松市災害対策本部�

丸亀市災害対策本部�

坂出市災害対策本部�

善通寺市災害対策本部�

さぬき市災害対策本部�

東かがわ市災害対策本部�

土庄町災害対策本部�

三木町災害対策本部�

塩江町災害対策本部�

香川町災害対策本部�

直島町災害対策本部�

綾上町災害対策本部�

綾南町災害対策本部�

国分寺町災害対策本部�

綾歌町災害対策本部�

飯山町災害対策本部�

宇多津町災害対策本部�

仁尾町災害対策本部�

�

�

�

■台風２３号に関する災害対策本部�



【2】救出・救助活動�

　平成16年の台風では、多くの被災された方が出たが、台風下の危険な状況の中で、関係機関・団体等による懸命な救
出・救助活動、行方不明者の捜索活動等が行われた。�
　下記に、台風15号、台風16号、台風23号の際の警察及び消防における、主な救出・救助等の活動について示す。�
�
�
〈台風１５号〉�
�
�
１　警備体制236人�
　　（１）警察本部64人�
　　（２）警察署（坂出、綾南、丸亀、善通寺、琴平、高瀬、観音寺署）172人�
�
２　主な救出救助、捜索活動�
　　降雨による中・西讃地域の被害が大きく、警察署員、機動隊員等により、消防職員、消防団員等と協力して、住民の
　救出・救助、捜索活動を行った。�
　　【警察職員従事者】延べ219人�
　　（１）　仲多度郡琴平町（男性1人が増水被害）�
   　　ア　行方不明場所から下流海域までを捜索。�
   　　イ　翌日、下流の海域において一般の方が遺体を発見。�
   　　ウ　警察職員従事者数　延べ131人�
　　（２）　三豊郡大野原町（自主避難中の女性2人が土石流被害）�
   　　ア　機動隊が通報1時間半後には現場に投光車を設置し、消防機関とともに救出活動を行ったが発見に至らず。�
   　　イ　行方不明場所から下流海域までを捜索。�
   　　ウ　翌 日々、下流域において消防団員が2人を遺体で発見。�
   　　エ　警察職員従事者数　延べ80人�
　　（３）　観音寺市（女性1人が増水被害）�
   　　ア　行方不明場所から下流海域までを捜索。�
   　　イ　翌日、下流の海域において一般の方が遺体を発見。�
   　　ウ　警察職員従事者数　延べ30人�
�
�

警察関連�



坂出市消防本部�
�
多度津町消防本部�
　　　　　消防団�
�
�
�
三豊広域消防本部�
　　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
仲多度南部消防本部�
　　　　　消防団�
�

（活動日数１日、人員延べ１４）�

�

（活動日数１日、人員延べ３１）�

（活動日数１日、人員延べ３９）�

�

�

�

（活動日数３日、人員延べ３３）�

（活動日数３日、人員延べ１８０）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（活動日数２日、人員延べ４９）�

（活動日数２日、人員延べ８０）�

�

�

土砂崩れが発生し、家屋の一部損壊事案に対応。�
�
大雨により浸水した住宅への土嚢搬送及び浸水した
住宅からの救出救助�
大雨により床上浸水、床下浸水した住宅から２名を救
出し、避難所に搬送。�
�
大野原町で大雨により柞田川水系前田川が増水し
行方不明となった方の捜索を中心に活動を行った。
大雨のため、当日は本格的な捜索が困難であり、周囲
の見分のみ行い、翌日消防団、消防本部、警察等車
両１９台、人員１２３名で下流の河川、池をボート等で捜
索した。（遺体を発見）�
観音寺市で一人暮らしの女性が大雨のなか出かけ
行方不明となり、翌日自宅から離れた場所で自転車
が発見され、河川を捜索（観音寺港で遺体を発見）。�
豊浜町で増水した用水路に転落した人を捜索し、用
水路内で発見�
�
琴平町で増水した用水路に転落して行方不明になっ
た者の捜索活動を実施�
�

消防関連�



〈台風１６号〉�
�
�
１　警備体制801人�
　　（１）警察本部90人�
　　（２）警察署（全署）711人�
�
２　主な救出救助、捜索活動�
　　県下全域で高潮等による浸水被害が短時間に発生し、警察署員、機動隊員等により、消防職員、消防団員と協力し
　て、住民の救出・救助、避難誘導、捜索活動を行った。�
　　（１）　高松市（浸水地域）�
   　　ア　福岡町付近一帯において、ゴムボート等を活用し、高齢者等約100人の救出活動、避難誘導を実施。�
   　　イ　百間町では、停電によりエレベーターに閉じ込められた男女2人を救出。�
   　　ウ　警察職員従事者数　延べ115人�
　　（２）　坂出市（浸水地域）�
　   　　　駐在所員とその妻が、男性1人を救出。�
　　（３）　仲多度郡多度津町（浸水地域）�
　   　　　所轄署員が高齢者夫婦を救出。�
　　（４）　観音寺市（浸水地域）�
　   　　　所轄署員が、1世帯4人を救出。�
�

警察関連�

消防関連�

高松市消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
坂出市消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

台風が四国地方・中国地方を通過した２２時頃から、
潮位は急激に上昇し、高松市沿岸地域一帯で短時
間に浸水。広範囲に逃げ送れた住民が発生したため、
消防は、地元消防団とともに警察・市関係者と情報交
換を行い、浸水箇所を中心に救助活動・誘導活動を
行った。扇町・福岡町・城東町・香西地区を中心に、ロ
ーラー作戦を行い、逃げ送れた住民の援助活動、避
難誘導等を行った。また高潮により水没したJR高架
下に普通乗用車が飛び込み、潜水隊員が救助活動
を実施。�
�
高潮による浸水被害が海岸部を中心に発生、ボート
等で救助活動を実施し、要救助者７名を救出。また、
台風接近に伴い沿岸部を中心に高潮調査隊を編成、
地元消防団とともに調査活動を行った。その後、状況
の悪化から調査隊、消防団、自治会等の人員を動員
して沿岸部、島しょ部地区への避難勧告を行うとともに、
放送施設等を活用して効率的な広報活動を行った。
救助活動については、応急対策として沿岸部を中心
に調査隊ならびに消防団員を動員しての救助活動を
行う。消防本部では、救助班を編成して救助活動を
実施した。�

（活動日数2日、人員延べ７７２）�

（活動日数2日、人員延べ１３６４）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（活動日数１日、人員延べ６０）�

（活動日数１日、人員延べ７５１）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



多度津町消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
三豊広域消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大川広域消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
小豆消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
讃岐広域消防本部�
　　　　消防団�
�
仲多度南部消防本部�
�
�

高潮が予想されたため、自主避難を呼びかける広報
活動を行った。急激に高さを増した高潮により床上浸
水、床下浸水した住宅から住民を救出し、避難所に搬
送。�
�
観音寺市の海岸線の各地区は、西風による潮位の
吹き寄せ、海面の押し上げも重なって各地区の海岸
線から越水等により進入、瞬時にして家屋の床上・床
下浸水が発生し始め、有明町周辺で２０cm～３０cm
ほどの浸水があり、その後も浸水は続き、３０分位で有
明町の深いところで約１５０cmの深さとなる。�
逃げ遅れた住民からの救出要請がありアルミボートで
救出。避難補助等の活動を実施し５８名の住民を避
難所まで搬送。　�
また港町付近においても逃げ遅れた住民からの救助
要請があり４名の救出活動を実施、アルミボートで避
難所まで搬送。�
�
東かがわ市及びさぬき市海岸沿い各地区住民から高
潮による浸水通報が殺到し、救命ボート等による救助
活動を実施。特に、さぬき市志度のJR志度駅前から
志度港にかけての地区においては、床上浸水（浸水
深約１ｍ）のため一人暮らしの高齢者等の要救助者�
６名を浸水家屋から救出し、地元消防団に引き継ぐ。�
�
高潮による床上浸水等に対応。�
高潮警戒中、２名を安全な場所まで背負い救出。高
潮で水位が上昇し、自力避難ができない住民２名を
応急用手押し車で安全な場所まで搬送。避難中の住
民が道路上で転倒し、足を負傷し、１名を担架にて近
隣の病院まで搬送。�
�
高潮による床上浸水等への対応�
�
�
強風により電線の垂れ下がり、危険箇所の確認。強
風による看板の飛散への対応。�
�

（活動日数２日、人員延べ３１）�

（活動日数２日、人員延べ７２）�

�

�

�

（活動日数２日、人員延べ７０）�

（活動日数１日、人員延べ４５８）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（活動日数2日、人員延べ２０）�

（活動日数2日、人員延べ不明）�

�

�

�

�

�

（活動日数2日、人員延べ７４）�

（活動日数2日、人員延べ６５２）�

�

�

�

�

�

（活動日数2日、人員延べ３６）�

（活動日数2日、人員延べ４８５）�

�

（活動日数１日、人員延べ１０）�

�



〈台風２３号〉�
�
�
１　警備体制1112人�
　　（１）警察本部176人�
　　（２）警察署（全署）936人�
�
２　主な救出救助、捜索活動�
　　（１）　救出・救助活動�
　　　　県下全域で土砂崩れ、浸水等の被害が短時間に発生したため、警察署員、機動隊員等65人により、12箇所に
　　　おいて、住民41人の救出・救助活動を行った。�
   　　ア　高松市（河川氾濫現場）�
　　　　春日川流域の住宅地においては、600世帯に及ぶ浸水が発生したことから、消防機関と連携し、ゴムボートに　
　　　より、高齢者等22人の救出活動、避難誘導を実施。�
   　　イ　東かがわ市（河川氾濫現場）�
　　　　氾濫した河川付近に取り残された高齢者3人の救出救助、避難誘導を実施。�
　　（２）　捜索活動�
　　　　土砂崩れや河川の氾濫により、消防職員、消防団員等とともに、県下全域において、行方不明者９人に対する
　　　捜索活動を行った。�
　　　【警察職員従事者】　延べ561人�
   　　ア　東かがわ市（男性1人が土石流被害）�
   　　　○　3日目に、下流の海域で一般の方が遺体を発見。�
   　　　○　警察職員従事者数　延べ50人�
   　　イ　さぬき市（高齢者夫婦が土石流被害）�
   　　　○翌日、1人を下流で消防団員が、5日目に、下流のダム湖で機動隊員が1人を遺体で発見。�
   　　　○　警察職員従事者数　延べ46人�
   　　ウ　さぬき市（女性1人が土石流被害）�
   　　　○翌日、倒壊家屋で消防団員が遺体を発見。�
   　　　○警察職員従事者数　延べ18人�
   　　エ　高松市（男性1人が増水被害）�
   　　　○翌日、自宅近隣において消防団員が遺体を発見。�
   　　　○警察職員従事者数　延べ41人�
   　　オ　香川郡香川町（男女各1人が増水被害）�
   　　　○当日、下流域で1人を、3日目に、下流域で1人を一般の方が遺体を発見。�
   　　　○警察職員従事者数　延べ60人�
   　　カ　綾歌郡綾上町（男性1人が増水被害）�
   　　　○10日目に、下流のダム湖で職場同僚が遺体を発見。�
   　　　○警察職員従事者数　延べ298人�
   　　キ　善通寺市（男性1人が増水被害）�
   　　　○3日目に、下流の池で消防職員が遺体を発見。�
   　　　○警察職員従事者　延べ48人�
�
�

警察関連�



消防関連�

高松市消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
坂出市消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
善通寺市消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
多度津町消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
大川広域消防本部�
　　　　消防団�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
讃岐広域消防本部�
　　　　消防団�
�
仲多度南部消防本部�
　　　　消防団�

河川の越水により、春日川流域山田・川添地区、本津
川流域鬼無・香西地区で住民が逃げ遅れ、救助活動・
避難誘導を行った。また、田を見廻りに行った人（１名）
が流され捜索活動を実施。�
�
台風接近により、大雨による浸水被害が市内一円に
発生し、ボート等による救助活動を実施。要救助者１９
名を救出。台風接近に伴い、市内河川を中心に消防
隊と地元消防団により調査活動を行っていたが、高
潮警戒が必要となり、活動場所として沿岸部を加え
調査隊を強化。その後、王越地区全域へ消防団、自
治会、放送施設を活用した効率的な自主避難広報を
行う。その他として、放送施設より綾川河川流域へ放
流広報を実施した。救助活動については、沿岸地区、
河川流域と広範囲であり、消防職員のみでの活動が
困難となり、各地区で消防団員を動員しての救助活動、
避難誘導を実施。�
�
河川の氾濫により床下、床上浸水や崖崩が発生。避
難勧告発令下、河川の氾濫により孤立した住民（５名）
の救助活動や増水した川に転落した人（１名）の捜索
活動を行った。２日目の捜索活動については、範囲を
池に選定し、各関係機関、消防、警察、自衛隊、地元
住民（延べ３０７名）による捜索活動を実施し、３日目の
正午頃、池底より発見。�
�
河川増水等で浸水のおそれのある地域に対して自主
避難を呼びかける広報を実施。その後避難誘導活動
等を行い、大雨により浸水した住宅への土嚢搬送、
浸水した住宅からの救出救助を実施。�
�
住民から河川の増水及び用水路等の氾濫情報が殺
到する。また増水によるダム放流、土砂崩れによる道
路損壊、豪雨による道路冠水等の各種情報が関係
機関から入電。さらに氾濫した河川周辺居住者及び
山間部集落居住者からの孤立通報、自宅内避難者
からの救助要請、冠水し立ち往生した車両からの救
助要請等が輻輳したため、全職員を非常招集し、活
動体の再編を行い対応。市対策本部と情報伝達体
制を強化し、地元消防団との連携により迅速な対応
を図った。翌日以降、行方不明者２名の救助捜索を
消防団等関係機関と合同で実施。（東かがわ市湊川
流域、さぬき市大川町田面家屋倒壊現場、さぬき市寒
川町石田西栴檀川流域）�
�
河川氾濫により一部地域が浸水及び損壊し、ボート
等による救助活動を実施。�
�
土砂崩れ・がけ崩れ・山崩れ・ため池の決壊・道路の
冠水、河川・用水路等の越水により家屋の床上床下
浸水・家屋の崩壊等への対応を実施。�

（活動日数2日、人員延べ４６１）�

（活動日数2日、人員延べ７１６）�

�

�

�

（活動日数2日、人員延べ１９２）�

（活動日数2日、人員延べ３７４）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（活動日数３日、人員延べ１１４）�

（活動日数３日、人員延べ４４５）�

�

�

�

�

�

�

（活動日数１日、人員延べ３１）�

（活動日数１日、人員延べ６３）�

�

�

�

（活動日数４日、人員延べ１２０）�

（活動日数５日、人員延べ不明）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（活動日数１日、人員延べ４８）�

（活動日数３日、人員延べ６３１）�

�

（活動日数１日、人員延べ５１）�

（活動日数１日、人員延べ３９４）�



【3】災害救助法の適用�

　台風１６号及び台風２３号については、住家に多数の被害（全壊、半壊、床上浸水）が生じたため、災害救助法（昭和22
年法律第118号）の適用を決定し、法に定める応急救助を実施した。�

平成16年8月30日（9月2日県告示第607号の2）�

高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、内海町、土庄町、牟礼町、庵治町�

直島町、多度津町、詫間町（６市７町）�

避難所設置・・・1,288延人、食品給与・・・34,618延人、飲料水供給、�

被服寝具給与・・・4,382世帯、学用品給与・・・255延人、住宅応急修理1世帯（地元市町長へ委託）�

80,043千円（国1/2・県1/2）�

�

■台風16号�

平成16年10月20日（10月26日県告示第717号の2）�

高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三木町、綾上町、綾南町、国分寺町、飯山町（４市５町）�

避難所設置・・・6,858延人、応急仮設住宅供与・・・12戸、食品給与・・・21,985延人、�

飲料水供給・・・521延人、被服寝具・・・2,820世帯、学用品給与・・・252延人、救出費・・・45人、�

障害物の除去・・・6世帯（地元市町長へ委託）�

105,678千円（国1/2・県1/2）�

�

■台風23号�

法 適 用 日�

適 用 市 町 �
�

主な救助内容�
�

救 助 費 �

法 適 用 日�

適 用 市 町 �

主な救助内容��

�

救 助 費 �



【4】被災者生活再建支援法�

　台風１６号及び台風２３号については、住家に多数の被害（全壊・大規模半壊等）が生じたため、被災者生活再建支援
法（平成10年法律第66号）の適用を決定し、被災者生活再建支援金の支給事務を実施。（被災者生活再建支援法人で
ある財団法人都道府県会館において支給）�

法適用日�

適用市町�

支給実績�

�

平成16年8月30日（11月4日県告示第735号の2）�

坂出市、観音寺市（２市）�

1,999千円（国1/2・基金1/2）・2世帯（平成17年6月15日現在）�

�

■台風16号�

法適用日�

適用市町�

支給実績�

�

平成16年10月20日（11月4日県告示第735号の3）�

高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三木町、綾上町、綾南町、国分寺町、飯山町（４市５町）�

34,231千円（国1/2・基金1/2）・34世帯（平成17年6月15日現在）�

�

■台風23号�

【5】災害ごみ対策�

　平成１６年の台風災害では、高潮や河川の氾濫による浸水被害、土石流被害等により、大量の災害ごみが発生した。�
�
　高松市内では台風１６号に伴う高潮による床上浸水で、家具や電化製品等の家財道具が大量のごみとなった。（約
25,000ｔ）高松市は、陸上自衛隊や他自治体、建設関連団体、ボランティア等の応援・協力を得て回収を実施し、市内3箇
所に設置された臨時集積場に仮置きしたうえで、順次最終処分場へ搬出した。�
�
�

　台風２１号の大雨では、山間部を中心に、土砂崩れ等の災害が発生して、木や草、ごみ等が海に流入した。流入したご
みのうち、漂流、漂着したごみは航路管理者、各海岸管理者、各港湾管理者、各漁港管理者及び漁業者等により回収さ
れた。（約1,350ｔ）�
�



【6】自衛隊の派遣�

　台風16号、台風21号、台風23号で被害を受けた各市町からの要求を受け、県は陸上自衛隊第2混成団に対して災害
派遣要請を行った。要請内容としては、防疫作業、土砂・流木除却、行方不明者捜索、給水支援等があった。�
　派遣期間、活動範囲、派遣部隊については下表のとおりである。また、各台風における活動状況詳細については、別紙
のとおりである。�
�

派遣期間� 活動範囲� 派遣部隊�

平成16年9月1日～9月4日�

平成16年10月2日～10月6日�
�

平成16年10月20日～10月21日�

�

平成16年10月22日～10月25日�

�

高松市�

三豊郡大野原町�

三豊郡豊浜町�

高松市�

善通寺市�

さぬき市�

綾歌郡国分寺町�

�

第15普通科連隊　第305施設隊　第2混成団施設隊　第2混成団本部中隊�

第15普通科連隊　第305施設隊　第2混成団施設隊�

第15普通科連隊　第305施設隊　第2混成団後方支援中隊�

第2混成団本部中隊�

第15普通科連隊　　第305施設隊　　第2混成団後方支援中隊�

第2混成団本部中隊�

�

孤立者救出・排水支援�

防疫活動�

行方不明者捜索�

応急水路啓開� 防疫活動・給水支援� 防疫活動・給水支援�



●台風16号の高松市高潮災害に係る陸上自衛隊の活動状況�

（1） 出動要請等�
　　〈H16.9.1〉　13：00　高松市長から香川県知事に対して、自衛隊の災害派遣要請の要求があった。�

13：30　香川県知事から陸上自衛隊第２混成団長に災害派遣要請をした。（自衛隊法第８３条）�
災害派遣の内容：防疫対策�

　　〈H16.9.4 〉　17：00　要請のあった任務を終了したことから、高松市長からの要求により、香川県知事から陸上自衛隊�
　　　　　　　　　　　第2混成団長に対し撤収要請を行い、撤収が行われた。�
�
（2） 活動内容�

（3） 作業時における高松市の処置�
　　住民対応のため、各グループに市職員（17名）を随行するとともに、安全確保のため、各除染車にガードマン（全8名）�
　を配置。�

区分� 9月1日（水）�

除染車　３両�
ダンプ　５両�
その他　９両�
�
５７名�
�
17：30～20：00�
�
（福岡町）�
市立体育館～県立体育館�
（朝日町）�
5丁目から11号線詰田川交差点�
�
（防疫作業）�
消毒作業・ごみ収集�
�
除染（消毒）５００ｍ�
ごみ収集ダンプ�
運搬回数２５回�
�
�

除染車　４両�
ダンプ　９両�
その他　３両�
�
１７４名�
�
7：00～20：00�
�
（寿町、鍛冶屋町～福岡町、�
松島町)�
浜街道、中央通り、11号線、�
詰田川に囲まれた地域�
�
（防疫作業）�
消毒作業・ごみ収集�
�
除染（消毒）１６００ｍ�
＜延べ：２１００ｍ＞�
ごみ収集ダンプ�
運搬回数９５回�
＜延べ：１２０回＞�
�
7：00

除染車　　４両�
ダンプ　１６両�
その他　　３両�
�
１８７名�
�
8：00～20：00�
�
�
　　　  同　　左�
�
�
�
（防疫作業）�
消毒作業・ごみ収集�
�
除染（消毒）４７００ｍ�
＜延べ：６８００ｍ＞�
ごみ収集ダンプ�
運搬回数１８２回�
＜延べ：３０２回＞�
�

除染車　　４両�
ダンプ　１６両�
その他　３４両�
�
１８８名�
�
8：00～17：00�
�
�
     福岡町・瀬戸内町�
�
�
�
（防疫作業）�
消毒作業・ごみ収集�
�
除染（消毒）２９９４ｍ�
＜延べ：９７９４ｍ＞�
ごみ収集ダンプ�
運搬回数１８４回�
＜延べ：４８６回＞�
�

9月2日（木）� 9月3日（金）� 9月4日（土）�

活動時間�

�
活動場所�

�
活動内容�

作業成果�

�
�

備 考 �

派　遣�

部　隊�

編　成�

主な�
車両�

人員�

東部下水処理場
に集結し、高松市
長の激励を受け
た後、作業開始。�



●台風21号の大野原町・豊浜町土石流災害に係る陸上自衛隊の活動状況�

（1） 出動要請等�
　　〈H16.10.2〉12：30ごろ　大野原・豊浜町長から香川県知事に対して、自衛隊の災害派遣要請の要求があった。�

13：00　　   香川県知事から陸上自衛隊第２混成団長に災害派遣要請をした。（自衛隊法第８３条）�
　　　　　　　　　　　     災害派遣の内容：二次災害防止のため、土砂や流木を除去し応急的な水路の確保等を行う。�
�
�
（2） 活動内容�

（3） 撤収要請�
　　要請のあった任務を終了したことから、H16.10.6 12：00 大野原町長、16：00豊浜町長からの要求により、16：00香川県知事�
　が陸上自衛隊第２混成団長に対し撤収要請を行い、陸上自衛隊は撤収した。�

区分� 10月2日（土）�

油圧ショベル　２両�
大型ドーザ　　１両�
その他　　　　７両�
�
５９名�
�
15：43～18：00�
（大野原町）�
14：40～18：00�
（豊浜町）�
�
（大野原町）　�
高尾地区�
（豊浜町）　　�
野々池川地区�
�
（水路確保）�
土砂除却、流木除却等�
�

10月3日（日）�

�
同　　左�
�
�
５６名�
�
8：15～18：00�
（大野原町）�
8：10～18：00�
（豊浜町）�
�
同　　左�
�
�
�
�
同　　左�
�

10月4日（月）�

油圧ショベル　２両�
大型ドーザ　　１両�
掩体掘削機　　１両�
その他　　　　７両�

４０名�
�
8：00～17：50�
（大野原町）�
8：00～17：50�
（豊浜町）�
�
同　　左�
�
�
�
�
同　　左�
�
�
17：50�
野々池川地区終了�
�

10月5日（火）�

油圧ショベル　１両�
掩体掘削機　　１両�
その他　　　　６両�
�
３５名�
�
8：00～16：15�
（大野原町）�
11：00～18：00�
（豊浜町）�
�
（大野原町）　�
高尾・大造地区�
（豊浜町） �
西原川地区�
�
同　　左�
�
�
西原川地区�
8：00～11：00�
器材進入�
16：15�
　大造地区終了�
16：15�
　高尾地区終了�
18：00�
　西原川地区終了�
�

10月6日（水）�

油圧ショベル　１両�
掩体掘削機　　１両�
その他　　　　５両�
�
３１名�
�
8：00～（豊浜町）�
�
�
�
�
（豊浜町）�
赤砂川地区�
�
�
�
同　　左�
�
�
15：00�
　赤砂川地区終了�
�

�

活動時間�

�

活動場所�

�

活動内容�

�

�
備 考 �

人員�

主な�
車両�

派　遣�

部　隊�

編　成�



●台風23号の災害に係る陸上自衛隊の活動状況�

（1） 出動要請等�
　　各市町長から香川県知事に対する自衛隊の災害派遣要請の要求があったため、香川県知事から陸上自衛隊第２混
　成団長へ災害派遣要請を行った。�
�
�
�
�
�
�
�
�
（2） 活動内容�

（3） 撤収要請等�
　　要請のあった任務を終了したことから、各市町長からの要求により、香川県知事が陸上自衛隊第2混成団長に対し撤収�
　要請を行い、陸上自衛隊は撤収した。�

区分� 10月20日（水）�

大型車両　　７両�
中型車両　　３両�
排水ポンプ　６機�
偵察ボート　２隻�
渡河ボート　１隻�
その他　　　３両�
�
�
�
４４名�
�
（高松市新田町）�
23：43～01：50�
（高松市東山崎町）�
22：10～01：00�
�
高松市新田町、�
高松市東山崎町�
�
排水支援�
�
�
�
�
�
　　　 －�
�

大型車両　　　 ３両�
中型車両　　　 １両�
ポールトレーラー　 　 ２両�
道路障害作業車 １両�
偵察ボート　　 ２隻�
渡河ボート　　 ８隻�
その他　　　　 ５両�
�
�
４９名�
�
（善通寺市大池）�
10：30～17：00�
�
�
�

善通寺市大池�
�
�
行方不明者の捜索�
�
�
�
�
�
　　　 －�

�
�
近傍災害派遣発令�
による捜索活動�
�

大型車両　　　 ９両�
中型車両　　　 ３両�
ポールトレーラー　 　  ２両�
道路障害作業車 １両�
偵察ボート　　 ２隻�
渡河ボート　　 ８隻�
その他　　　　 ９両�
水トレーラー　 ８両�
�
５７名�
�
（善通寺市大池）�
08：11～12：30�
（さぬき市大川町）�
11：05～17；30�
�
善通寺市大池�
さぬき市大川町�
�
行方不明者の捜索�
給水支援�
�
�
11：53善通寺市�
大池の行方不明者�
発見�
さぬき市給水3,700L�
�

水トレーラー　８両�
大型車両　　　６両�
中型車両　　　４両�
その他　　　　９両�
除染車　　　　２両�
除染装置　　　２台�
�
�
�
４０名�
�
（さぬき市大川町）�
06：30～17：00�
（国分寺町）�
08：30～17：00�
�
さぬき市大川町�
国分寺町�
�
給水支援�
（防疫作業）�
消毒作業�
�
さぬき市給水2,400L�
＜延べ6,100L＞�
除染(消毒)12.7Km�
�
�
誘導・交通整理要�
員として町職員等�
４名が同行�
�

中型車両　　２両�
除染車　　　２両�
除染装置　　２台�
その他　　　１両�
�
�
�
�
�
１６名�
�
（国分寺町）�
06：30～17：00�
�
�
�

国分寺町�
�
�
（防疫作業）�
消毒作業�
�
�
除染（消毒）8.9Km�
＜延べ21.6Km＞�
�
�
�
誘導・交通整理要�
員として町職員等�
４名が同行�
�

同　　左�
�
�
�
�
�
�
�
�
１６名�
�
（国分寺町）�
06：45～17：00�
�
�
�

国分寺町�
�
�
（防疫作業）�
消毒作業�
�
�
除染（消毒）5.7Km�
＜延べ27.3Km＞�
�
�
�
誘導・交通整理要�
員として町職員等�
４名が同行�
�

10月21日（木）�10月22日（金）�10月23日（土）� 10月24日（日）�10月25日（月）�

�

活動時間�

�

活動場所�

活動内容�

�

作業成果�

�

備 考 �

�

人員�

要請市町名�

高 松 市 �

高 松 市 �

善 通 寺 市 �

さ ぬ き 市 �

国 分 寺 町 �

市町から県への派遣要請日時�

平成16年10月20日　14：15�

平成16年10月20日　18：30�

平成16年10月22日　05：50�

平成16年10月22日　05：35�

平成16年10月22日　05：55�

県から陸上自衛隊への派遣要請日時�

平成16年10月20日　14：30�

平成16年10月20日　18：37�

平成16年10月22日　06：00�

平成16年10月22日　06：00�

平成16年10月22日　06：00�

�

災害派遣の内容�

排水支援�

孤立者救出�

行方不明者捜索�

給水支援�

防疫活動�

�

備　　　考�

�

自然排水により自主避難可能な状態となる�

近傍災害派遣発令は21日09：30�

給水地点：富田西、松尾、豊田、南川下、南川上�

�

要請市町名�

高 松 市 �

高 松 市 �

善 通 寺 市 �

さ ぬ き 市 �

国 分 寺 町 �

市町から県への撤収要請日時�

平成16年10月21日　06：00�

平成16年10月20日　22：30�

平成16年10月22日　12：30�

平成16年10月23日　17：00�

平成16年10月25日　17：00�

�

�

県から陸上自衛隊への撤収要請日時�

平成16年10月21日　06：00�

平成16年10月20日　22：30�

平成16年10月22日　12：30�

平成16年10月23日　17：00�

平成16年10月25日　17：00�

�

災害派遣の内容�

排水支援�

孤立者救出�

行方不明者捜索�

給水支援�

防疫活動�

�

備　　　考�

�

自然排水により自主避難可能な状態となる�

近傍災害派遣発令は21日09：30�

給水地点：富田西、松尾、豊田、南川下、南川上�

�

主な�
車両�

派　遣�

部　隊�

編　成�



【7】ボランティア活動�

（1） ボランティアセンター設置の経緯�

　台風16号による被害をこうむった高松市と丸亀市で、
地元ＮＰＯや市社会福祉協議会等により、復旧支援の
ためのボランティアセンターが設置された。また、これらの
ボランティアセンターを支援するために、香川県社会福祉
協議会、日本赤十字社香川県支部、香川県ボランティア
協会等によって「香川水害ボランティア活動本部」が設
置され、ボランティアセンターと本部が連携を図りながら、
被災者の支援にあたった。このようなボランティアによる
組織的な復旧支援活動は、県内で初めての取り組みで
あった。�

　続く台風23号時には、台風16号時の経験を踏まえ、「香
川災害救援ボランティア活動本部」が設置されるとともに、
被害のあった4市2町でボランティアセンターあるいは窓口
が設置され、本部と連携を図りつつ、被災地復旧の一
翼を担った。�
　なお、台風21号時には、豊浜町社会福祉協議会が「豊
浜町災害救援ボランティアセンター」を10月2日(土)・3日(日)
の2日間設置し、町内住民にボランティア活動への参加
を呼びかけ、ボランティア活動の調整・派遣を行っている。�
�

【台風１６号・台風１８号】�
�

平成16年　8月30日�
�
�

8月31日�
�

9月 1日�
�
�
�

9月 2日�
�
�

9月 3日�
�
�
�

9月 4日�
�

9月 7日�
�

9月 8日�
�

9月10日�
�

9月12日�
�
�

9月13日�
�

○台風16号による被害発生�
○県水防本部設置、同日、県災害対策本部に切り替え�
�
○災害救助法の適用決定（適用日8/30：高松市）�
�
○災害救助法の適用決定（適用日8/30：丸亀市）�
○県、自衛隊災害派遣要請�
○松島公民館に災害復旧支援ボランティア活動拠点開設�
�
○香川県社会福祉協議会、日本赤十字社香川県支部、香川県ボランティア協会等が�
　香川水害ボランティア活動本部設置（香川県社会福祉協議会内）�
�
○高松市総合体育館に高松水害ボランティアセンター設置（活動開始は4日から）�
○災害復旧支援ボランティア活動拠点を解散し、高松水害ボランティアセンターに合流�
○丸亀・台風16号災害対策ボランティアセンター設置�
�
○県、自衛隊災害派遣要請解除�
�
○台風18号のため、高松水害ボランティアセンター活動休止�
�
○高松水害ボランティアセンター活動再開�
�
○丸亀・台風16号災害対策ボランティアセンター閉鎖�
�
○高松水害ボランティアセンター閉鎖�
○香川水害ボランティア活動本部解散�
�
○県災害対策本部解散�
�

日　付� 活動経緯等�



【台風２３号】�

平成16年　10月20日�
�
�
�

10月21日�
�
�
�
�
�
�

10月22日�
�
�
�
�
�
�

10月30日�
�

10月31日�
�
�
�

11月 1日�
�

11月 2日�
�
�

11月22日�
�

○台風23号による被害発生�
○県水防本部設置�
○県、自衛隊災害派遣要請�
�
○県災害対策本部に切り替え�
○災害救助法の適用決定（適用日10/20：高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、�
　国分寺町）�
○香川県社会福祉協議会、日本赤十字社香川県支部等が香川災害救援ボランティア�
　活動本部設置（香川県社会福祉協議会内）�
○国分寺町社会福祉協議会災害ボランティア受付設置�
�
○災害救助法の適用決定（適用日10/20：三木町）�
○高松災害ボランティア本部設置（香西センター、川島センターの活動開始は24日から）�
○坂出市台風２３号災害ボランティアセンター設置�
○さぬき市災害ボランティアセンター設置�
○東かがわ市水害救援ボランティアセンター設置�
○三木町社会福祉協議会災害ボランティア受付設置�
�
○国分寺町社会福祉協議会災害ボランティア受付終了�
�
○高松災害ボランティア本部閉鎖�
○東かがわ市水害救援ボランティアセンター閉鎖�
○三木町社会福祉協議会災害ボランティア受付終了�
�
○さぬき市災害ボランティアセンター閉鎖�
�
○坂出市台風２３号災害ボランティアセンター閉鎖�
○香川災害救援ボランティア活動本部解散�
�
○県災害対策本部解散�
�

日　付� 活動経緯等�

復旧支援に駆けつけたボランティア�
（高松水害ボランティアセンター）�
�

ボランティア受付�
（川島センター）�
�



（2） ボランティア活動支援体制�

【台風１６号・台風１８号】�
�

　被災地に開設された各ボランティアセンターでは、ボランティアコーディネート、ボランティア受入、被災地ニーズ把握な
どを行い、ボランティア活動の拠点機能の役割を果たした。また、本部では、各ボランティアセンターでの活動が円滑か
つ効果的に行われるために、調整、広報、活動資金・活動資材調達などの役割を担った。�

香川水害ボランティア活動本部�

ボランティアセンター【2ヵ所設置】�
�

【機能】ボランティアコーディネート（調整）機能、ボランティア受入機能、被災地ニーズ把握機能�

高松水害ボランティアセンター�
（所長　小島　克己）�

丸亀・台風16号災害対策ボランティアセンター�

〔場　所〕�

高松市福岡町4丁目　高松市総合体育館敷地�

〔ＴＥＬ〕�

ボランティア支援を受けたい方：０８７－８２３－９０１５�

ボランティア活動にご協力いただける方：０８７－８２３－９０２３�

〔ＦＡＸ〕０８７－８２３－９０２２�

〔構成団体〕�

香川県ボランティア協会、赤十字防災ボランティア　ほか�

�
〔開設期間／９月３日（金）～９月１２日（日）〕�
�

〔場　所〕�

丸亀市大手町２－１－７丸亀市社会福祉協議会内�

〔ＴＥＬ〕０８７７－２２－５７００�

〔ＦＡＸ〕０８７７－２３－８１１０�

�
�
�
�
�
〔開設期間／９月３日（金）～９月１０日（金）〕�
�

（被災地でのボランティア活動の後方支援組織／事務局長　大久保　厚）�

�【場所】高松市番町1丁目10番35号　香川県社会福祉総合センター５Ｆ�

香川県社会福祉協議会内�

【ＴＥＬ】０８７－８６１－０５４６�

【ＦＡＸ】０８７－８６１－２６６４�

【構成団体】�

香川県社会福祉協議会、香川県ボランティア協会、日本赤十字社香川県支部、�

香川ボランティア・ＮＰＯネットワーク、備えネットほか�

【機能】　調整機能　広報機能�

活動資金・活動機材調整機能　など�

�

【県外支援団体】�
�
震災がつなぐ全国ネッ
トワーク�
全国社会福祉協議会�
日本財団ボランティア
支援部�

ほか�

�

連携�

避難所� 被災世帯� 被災施設�



【台風23号】�
�

香川災害救護ボランティア活動本部�

ボランティアセンター�

（開設時期：10/21～11/2）�

【場所】高松市番町1丁目10番35号　香川県社会福祉総合センター５Ｆ�

香川県社会福祉協議会内�

【ＴＥＬ】０８７－８６１－０５４６�

【ＦＡＸ】０８７－８６１－２６６４�

【構成団体】�

香川県社会福祉協議会、香川県ボランティア協会、日本赤十字社香川県支部、�

香川ボランティア・ＮＰＯネットワーク ほか�

�

【県外支援団体】�
�
全国社会福祉協議会�
日本財団�
レスキューストックヤード�

ほか�

連携�

避難所� 被災世帯� 被災施設�

市町名�

高松市�
10/22～10/31

●高松災害ボランティア本部�
〈構成団体〉�

○香西センター�

高松市田町4-15

高松市香西南町476-1�
（ふれあい福祉センター勝賀内）�

090-7629-9273

さぬき市�
10/22～11/1

●さぬき市災害ボランティア本部�
〈構成団体〉�
さぬき市福祉協議会�
�
○津田地区ボランティアセンター�

○大川地区ボランティアセンター�

○志度地区ボランティアセンター�

○寒川地区ボランティアセンター�

○長尾地区ボランティアセンター�

�

さぬき市長尾東888-5�
（さぬき市社会福祉協議会内）�

�
�さぬき市津田町鶴羽22-2�
（津田老人福祉センター内）�

0879-52-2950

東かがわ市�
10/22～11/1

●東かがわ市水害救援ボランティアセンター�
〈構成団体〉�
東かがわ市福祉協議会�
�

東かがわ市湊1809�
（東かがわ市社会福祉協議会内）�

�
�

0879-26-1122

国分寺町�
10/21～10/30

三木町�
10/25～10/31

国分寺町社会福祉協議会�

三木町社会福祉協議会�

国分寺町新居1150-1

三木町氷上310

087-874-5770

087-891-3317

0879-42-2522�

0879-43-6590�

087-894-1542�

0879-43-1033�

0879-52-3247

坂出市�
10/22～11/2

坂出市台風23号災害ボランティアセンター�
〈構成団体〉�
坂出市社会福祉協議会�

坂出市寿町1-3-38�
（坂出市社会福祉協議会内）�

0877-46-5078

090-7787-3542（＊1）�

090-7786-5842（＊2）�

090-5142-2242（＊3）�

○川島センター� 高松市川島本字中津町230�
（川島公民館北側）�

090-5143-4942（＊1）�

090-9559-3942（＊2）�
�

窓　口� 所在地� TEL

高松市ボランティア・市民活動センター（たかま
つ市民活動応援団）、日本赤十字社香川県支部、
香川ボランティア・NPOネットワーク、高松市
PTA連絡協議会 ほか）�

さぬき市大川町富田中2197-1�
（大川社会福祉センター内）�

さぬき市鴨庄4610-44�
（志度社会福祉センター内）�

さぬき市寒川町石田東931�
（寒川公民館内）�
�さぬき市昭和1050-1�
（さぬき市地域福祉センター内）�
�



（3） ボランティアの活動状況�

　台風16号では、被災者からボランティアセンターへ支援要請があっ
た件数は735件、それに対しボランティアセンターを通じ支援活動に参
加したボランティア数は延べ2,804人であった。要請内容は、台風16
号の被害の多くが高潮によるものだったため、海水に浸かり使えなくなっ
た畳の運び出しや室内の後片付け等であった。�
　また、台風23号では、支援要請が666件、参加ボランティア数が延
べ2,832人であり、要請内容は、流入土砂の家や庭からの運び出し
等であった。�
　なお、台風21号の際に、開設された豊浜町災害救援ボランティアセ
ンターでは、開設していた10月2日(土)・3日(日)の2日間と10月中の土
曜日・日曜日で、508名のボランティアが参加している。�
�

屋内に流入した土砂を除去するボランティア�
（さぬき市）�
�

【台風１６・台風１８号】�
�

９／ ３（金）�

９／ ４（土）�

９／ ５（日）�

９／ ６（月）�

９／ ７（火）�

９／ ８（水）�

９／ ９（木）�

９／１０（金）�

９／１１（土）�

９／１２（日）�

累　計�

合　計�

�

－�

７８４�

４７９�

９６８�

�

１３４�

１２９�

８８�

１０７�

６１�

２,７５０�

�

－�

３０�

１１６�

８６１�

�

６３�

４６�

０�

０�

０�

１，３８９�

�

－�

１４４�

１４２�

１０５�

�

１０６�

  ６７�

  ５０�

  ６３�

  ２８�

７０５�

�

１６�

２３�

３�

３�

３�

３�

２�

１�

－�

－�

５４�

�

７�

９�

７�

２�

２�

２�

０�

１�

－�

－�

３０�

�

高松水害ボランティアセンター�

ボランティア数�
（延べ・人）�

うち学校参加�
（延べ・人）�

ニーズ数�
（延べ・人）�

ボランティア数�
（延べ・人）�

ニーズ数�
（延べ・人）�

丸亀・台風16号災害対策�
ボランティアセンター�

�

台風１８号接近のため活動休止�

ボランティア数：２，８０４人　　　ニーズ数：７３５件�



【台風２３号】�
�

１０／２１（木）�

１０／２２（金）�

１０／２３（土）�

１０／２４（日）�

１０／２５（月）�

１０／２６（火）�

１０／２７（水）�

１０／２８（木）�

１０／２９（金）�

１０／３０（土）�

１０／３１（日）�

１１／ １（月）�

１１／ ２（火）�

累　計�

�

�

�

�

95�

90�

43�

76�

93�

100�

135�

184�

�

�

816

�

�

�

51�

20�

13�

15�

11�

17�

10�

13�

�

�

150

�

�

�

7�

6�

10�

2�

0�

1�

1�

0�

�

�

33

�

�

�

5�

4�

2�

1�

0�

3�

1�

0�

�

�

16

�

�

�

102�

96�

53�

78�

93�

104�

139�

184�

�

�

849

�

�

�

56�

24�

15�

16�

11�

20�

11�

13�

�

�

166

4�

3�

33�

17�

8�

6�

9�

5�

0�

0�

0�

3�

13�

101

3�

1�

12�

6�

5�

5�

4�

2�

0�

0�

0�

2�

2�

42

�

�

28�

25�

21�

9�

58�

10�

19�

35�

18�

�

�

223

�

�

13�

16�

14�

5�

11�

19�

10�

1�

4�

�

�

93

�

�

10�

122�

127�

6�

5�

8�

7�

6�

7�

�

�

298

�

�

7�

32�

41�

5�

1�

3�

0�

1�

0�

�

�

90

�

2�

1�

�

4�

0�

1�

1�

0�

9�

15�

�

�

33

�

2�

2�

�

�

2�

1�

1�

2�

0�

1�

2�

�

13

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

高松市�
坂出市� 東かがわ市� 国分寺町� 三木町�

川島� 香西� 計�

１０／２１（木）�

１０／２２（金）�

１０／２３（土）�

１０／２４（日）�

１０／２５（月）�

１０／２６（火）�

１０／２７（水）�

１０／２８（木）�

１０／２９（金）�

１０／３０（土）�

１０／３１（日）�

１１／ １（月）�

１１／ ２（火）�

累　計�

�合　計�

200�

24�

34�

21�

0�

0�

217�

0�

0�

0�

0�

�

496�

�

23�

9�

13�

6�

0�

0�

3�

0�

0�

0�

0�

�

54

4�

8�

39�

9�

4�

10�

0�

33�

16�

35�

0�

�

158

2�

19�

7�

2�

3�

4�

5�

7�

4�

5�

0�

�

58

5�

16�

11�

343�

1�

6�

6�

7�

0�

3�

0�

�

398

14�

9�

3�

2�

2�

3�

3�

1�

0�

1�

0�

�

38

4�

7�

7�

0�

0�

54�

1�

4�

6�

0�

0�

�

83

5�

6�

3�

0�

0�

1�

2�

2�

1�

0�

0�

�

20

0�

23�

70�

7�

5�

16�

16�

8�

28�

20�

0�

�

193

6�

37�

11�

6�

6�

2�

6�

3�

2�

13�

0�

�

92�

�

213�

78�

161�

380�

10�

86�

240�

52�

50�

58�

0�

�

1,328

50�

80�

37�

16�

11�

10�

19�

13�

7�

19�

0�

�

262

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

ボラン�
ティア数�
（のべ・人）�

支援�
要請�

（のべ・件）�

さぬき市�
津田� 大川� 志度� 寒川� 長尾� 計�

ボランティア数：2,832人　　支援要請：666件�



（4） ボランティア活動参加者の声�

赤十字防災ボランティア　河野好一氏�

　平成16年、台風16号による高潮災害に対し、
香川県で初めて本格的なボランティアセンター
が高松市に開設され、復旧支援活動がボランティ
アの手で行われた。手探りでの活動ではあっ
たが、その後の台風23号災害時における全県
的なボランティアセンターの立ち上げにつながり、
本当に良かったと思う。�
　ボランティアセンターにスタッフとして参加し、
主に電話による活動依頼の受け付けを担当し
たが、電話による受け付けでは、支援の必要な
被災者の掘り起こしに限界があり、センターの
存在も知らず、支援の依頼も出来ないで困っ
ていた人たちが多く居たのではないかと反省
している。集まってくれたボランティアの皆さん
の気持ちに応えるためにも、要支援者の掘り
起こし方法を検討する必要があると感じた。�
　ボランティアセンターの運営や被災地での活
動に、地域のＰＴＡの皆さんが大きな力を発揮
してくれた。また川島地区では、地域の方がス
タッフと供に被災地を廻り、高齢者世帯や復

旧の遅れた世帯を案内してくれた。あらため
て地域コミュニティーの大切さを痛感するととも
に、自治会やＰＴＡなど現在ある組織と協力で
きれば、災害時に大きな力となると感じた。�
　地域とボランティア、そして行政が協力し、災
害復旧支援を効果的に行なうため、日ごろから
のネットワーク作りが必要である。お互いの役
割や、それぞれの出来る事、出来ない事を理
解し合うことで協力が可能となり、スムーズな
支援活動が行えると考える。�
　災害復旧支援活動に細かなマニュアルは
不要である。災害の種類や規模、参加してく
れるボランティアの数などでセンターの運営も異
なってくるため、運営に当たるボランティアスタッ
フは、変化に柔軟に対応する必要がある。�
　香川県内では初めて災害ボランティアとして
活動し、多くのボランティアの人たちと出会い、
教えられ、勇気付けられました。出会った皆さ
んに感謝しています。�



高松市ボランティア・市民活動センター　　泉川澄代氏�

　今回、初めての経験であったため、活動当
初は、何から始めていいのか混乱してしまいま
した。ボランティア活動に必要な資材が確保で
きなかったり、ニーズ調査の段階で、人手が何
人必要か、女性でも大丈夫なのかなど具体的
な情報が十分把握できていなかったことなど
から、被災者からのニーズとボランティアをコーディ
ネートすることに苦労しました。今後、ボランティ
アセンターを立ち上げるようなことがある場合に
は、実際に現場へ出かけて行って細かな情報
を集め、その状況をある程度把握したスタッフ
がセンター本部にいるようにすれば、コーディネー
トがもっとスムーズにできると思いました。�
　また、今回の活動を通じて、地元とのつなが
りの重要性を改めて感じました。民生委員や
自治会長など地元の人は、すでに被災者との

つながりができており、支援を必要としている
一人暮らしの高齢者がどこに住んでいるかなど、
地域の様々な情報を持っています。このため、
このような方々と連携をとることによって、ボラ
ンティア活動もスムーズに進みました。特に、ボ
ランティアセンターに電話をかけてくることさえで
きずにいる災害弱者といわれる高齢者等の被
災者に、ボランティアを派遣することができるよ
うになります。普段から、自治会、民生委員、老
人会、婦人会など地域組織とつながりを持つ
ことも、今後、ボランティア活動の体制づくりを行っ
ていくうえで大事なのではないかと思いました。�
　被災者の精神状態を目の当たりにして、災
害というのはどういうものかを肌で感じました。
このような経験を今後の取り組みへと活かし
ていきたいと考えています。�
�



【8】議会の活動（視察状況等）�

　議会における現地調査及び各種活動状況は以下の表（（１）～（４））のとおりである。また、災害対策に関する平成16年
9月定例会、平成16年11月定例会の質疑質問については下表（（５）、（６））のとおりであり、地方自治法第９９条に基づく
意見書についても示す。�

（１）正副議長の被災地視察�

（２）委員会の現地視察�

（３）防災ヘリによる議員の被災地視察�

年　月　日� 場　所� 活動内容�

年　月　日� 委員会名� 場　所� 活動内容�

さぬき市�
東かがわ市�
�

観音寺市�
豊浜町�
大野原町�
�
観音寺市�
�
観音寺市�
大野原町�
�
高松市�
さぬき市�
東かがわ市�
�
東かがわ市�
�

�
環境建設委員会�
�
�
文教厚生委員会�
�

経済委員会��
�
�
環境建設委員会�
�
�
経済委員会�
�

�
平成16年8月27日�
�
�
平成16年9月6日�
�

平成16年9月9日��
�
�
平成16年11月1日�
�
�
平成16年11月12日�
�

�
台風16号等による被災箇所を視察した。�
�
�
台風16号等による被災箇所を視察した。�
�

台風16号等による被災箇所を視察した。��
�
�
台風23号による被災箇所を視察した。�
�
�
台風23号による被災箇所を視察した。�
�

年　月　日� 委員会名� 活動内容�

�

台風23号による被災箇所を防災ヘリにより視察した。�

�
東かがわ市�
豊浜町�
�

平成16年11月9日�
平成16年11月12日�
平成16年11月16日�
平成16年11月22日�
�

平成16年10月27日� 台風23号による被災箇所を視察した。�



（４）その他の活動�

（５）平成16年9月定例会質疑質問�

年　月　日� 事　項� 内　容�

月　日� 質問者� 所属会派� 質問の区分� 質問項目�

意見書の提出��
�
�
要望書の提出�
�

平成16年10月13日��
�
�
平成17年6月6日�
�

災害復旧事業の促進、被災者の再建支援制度の改善等について、�
関係行政庁に意見書を提出した。�
�
高潮災害に対する海岸激甚災害対策特別緊急事業制度の創設に�
ついて、中国四国九県議会正副議長会議として関係行政庁に要望�
書を提出した。�
�

１　災害に強い県土づくり�
　①　市町と連携した危機管理の推進�
　②　土砂災害対策�
　③　高潮被害対策�
　④　森林の整備�　�
１　災害対策�
　①　河川管理施設の再点検�
　②　土石流対策�
　③　災害復旧事業��
１　災害防止対策�
　①　情報収集と情報発信�
　②　職員の意識改革�　　�
１　防災対策の推進�
２　土木、農林、水産施設の点検補修��
１　危機管理体制�
　①　マニュアルづくり�
　②　携帯電話を活用した防災システム��
１　災害対策の拡充�
　①　現場主義の徹底�
　②　災害関連情報の提供�
　③　有事の組織運営�
　④　今後の防災対策�
　⑤　国への働きかけ��
１　台風災害復旧対策�
　①　災害箇所の早急な復旧�
　②　被害の予防対策��
１　大規模災害時のボランティア支援体制�
　  の整備��
１　自主防災組織のあり方�
２　災害発生時におけるペットの保護��
１　被災に対する県の緊急支援策�
　①　見舞金�
　②　貸付金�
　③　被災認定��
２　今後の防災計画�
　①　避難所�
　②　ダムの洪水調整��
１　災害に対する公共事業の考え方�
�

9月16日� 水本議員�

篠原(正)議員�

渡辺議員�

高城議員�

小河議員�

都築議員�

斉藤議員�

香川議員�

花崎議員�

白川議員�

黒島議員�

自民�

社民�

けんみんねっと�

自民�

社民�

公明�

自民�

自民�

自民�

共産�

自民�

代表質問�

代表質問�

代表質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

10月8日�

10月7日�

9月17日�



（6）平成16年11月定例会質疑質問�

月　日� 質問者� 所属会派� 質問の区分� 質問項目�

１　緊急災害対策と災害に強い県土づくり�
　①　緊急災害対策�
　②　災害情報の速やかで確実な伝達�
　③　今後の水害・土砂災害対策�　�
１　防災対策及び危機管理体制�
　①　自主防災組織の拡充に向けた取り組み�
　②　市町の危機管理の取り組みに対する支
　　援体制��
１　台風の被害と対策についての科学的な検証
　に対する取り組み��
１　災害への対応�
　①　府中ダムの放流時における下流域の対策�
　②　携帯メールによる緊急情報伝達システム
　　の導入�����
１　災害対策�
　①　県民が安心して暮らせる県土構築の取り
　　組み�
　②　危機管理課の防災局への格上げ�
　③　災害援護資金貸付制度の運用�
　④　被災者生活再建支援法の弾力的な運用�
　⑤　被災者に対する見舞金制度の創設�　　�
１　本津川の改修促進��
１　過疎地域、集落における災害復旧の取り組み�　　�
１　災害対策�
　①　河川の復旧�
　②　今後の治山、治水ダムの計画�
　③　被災農地の耕作放棄対策�
�

11月26日�

石川議員�

高田議員�

石井議員�

有福議員�

猿渡議員�

高城議員�

竹本議員�

十河議員�

自民�

社民�

けんみんねっと�

自民�

公明�

社民�
自民�

自民�

代表質問�

代表質問�

代表質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

一般質問�

12月13日�

12月10日�



台風災害対策に関する意見書�

　本県では、本年８月から９月にかけて、台風１５号、１６号、１８号、２１号が立て続け
に襲来し、８名の尊い命が失われたほか、県内各地で、土砂災害や河川の氾濫をもたらし、
大きな被害が生じた。特に、記録的な高潮により、２万戸を超える家屋浸水や公共土木
施設の損壊がみられたところである。さらには、農業や地場産業にも甚大な被害が発生し、
地域経済に大きな影響を及ぼしている。�
　被災地においては、県及び被災市町が協力し、応急措置を講じるとともに、全力を挙
げて被災者の支援と災害復旧に取り組んでいるが、このような大規模な災害に係る被災
地の復旧及び被災者の生活再建には、国による迅速かつ強力な支援が不可欠である。�
　また、いつ発生するかわからない災害から住民の生命、身体、財産を守るためには、
災害予防対策の一層の充実が必要である。�
　よって、国におかれては、早期の復旧をはじめとした災害対策に万全を期すため、次
の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。�
�

記�
�
　１　災害復旧事業等の早期採択により、事業の促進を図ること。�
　２　河川や砂防施設の整備をはじめ総合的な治水、土砂災害対策の推進及び道路施設
の防災対策の強化を図るため、必要な財政措置を講ずること。�

　３　高潮被害を防止するとともに、沿岸部の危険性を解消するため、海岸保全施設等
の防災機能の整備推進等の高潮対策に必要な財政措置を講ずること。�

　４　災害予防対策の充実強化を図るため、集中豪雨及び異常潮位の観測体制、予報体
制の充実強化を図ること。�

　５　被災者の生活再建支援制度については、被害の実態に合った十分な対応ができる
よう現行制度の改善を行うこと。�

　６　被災した農林水産業者及び中小企業者に対する金融支援及び税制上の特別措置の
拡充を図ること。�

　　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。�
�
　　　平成１６年１０月１３日�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     香　　川　　県　　議　　会�
�



高潮災害に対する海岸激甚災害対策特別緊急事業制度（仮称）�

の創設について�

�

　平成１６年に来襲した台風第１６号、第１８号は、強風と高潮により、瀬戸内海沿部の各
県において、多数の家屋浸水が発生するなど各地に大きな被害をもたらし、未曾有の大
災害となった。�
　こうした高潮に対する再度の災害を防止するとともに、沿岸地域の高潮被害に対する
危険を早期に解消するため、海岸保全施設の機能向上が是非とも必要である。�
　現行の災害復旧制度では、被災前の原形復旧が原則とされているが、再度の浸水被害
を防止するためには、被災していない堤防や護岸の嵩上げなどの改良を加えた復旧工事
を行うことが必要である。�
　ついては、高潮に対する安全性、信頼性の向上を図るため、次の事項に格別の配慮を
されるよう要望する。�
�
１　海岸激甚災害対策特別緊急事業制度（仮称）の創設�
　　浸水家屋が一定規模を超えた沿岸地域において、再度の災害を防止するため、短期 �
　間（概ね５箇年程度）に、集中的・重点的な海岸保全施設の整備を図る新たな制度(海�
　岸激特事業)の創設を行うこと。�
�
【提　出　先】�
　　内閣総理大臣�
　　財務大臣�
　　国土交通大臣�
　　農林水産大臣�
　　衆・参両院議長�
�
�



【9】防災航空隊の活動�

　台風23号の際に、上空からの被害状況調査、行方不明者の捜索、道路寸断に伴う救急搬送を実施した。今回の台風
による飛行時間および活動内容墓表に示すとおりである。また、被害状況について空から撮影した写真の一部を示す。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
被害状況について空から確認できた状況写真の一部を示す。�
�

豊浜町� 豊浜町�

観音寺市� 満濃町�

さぬき市寒川町門入� さぬき市寒川町門入�

〔西讃〕�

〔東讃〕�

日　付�

10/21

10/22

10/23

活動内容�

被害状況調査�

行方不明者捜索�
行方不明者捜索�
被害状況調査�
救 急 搬 送 �

各飛行時間� 飛行時間計�

7時間10分�

1時間25分�

2時間12分�

07：30～08：45�
09：30～11：30�
12：50～14：30�
14：55～16：10�
10：41～12：06�
09：30～10：10�
14：24～15：03�

�

台風23号の際に、上空からの被害状況調査、行方不明者の捜索、道路寸断に伴う救急搬送を実施した。今回の台風
による飛行時間および活動内容は下に示すとおりである。また、被害状況について空から撮影した写真の一部を示す。



東かがわ市五名日下� 東かがわ市五名日下�

東かがわ市白鳥笠屋� 東かがわ市小田興津�

さぬき市鴨庄「鴨部川」河口付近� さぬき市前山「前山ダム」�

東かがわ市西村「県立体育館」　　　　　　� さぬき市小田「志度カントリークラブ」�


